
 

 

平成 23 年 4 月 25 日 

                            

倉吉信用金庫 

        

中小企業金融円滑化法第 7条第 1項に規定する 

説明書類の訂正について 

 

 倉吉信用金庫（理事長 谷岡 忠範）は、平成 22 年 5 月 17 日・平成

22 年 11 月 15 日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨

時措置に関する法律」（中小企業金融円滑化法）第 7 条第 1 項に規定す

る説明書類において、同法第 4条および第 5条に基づく措置の実施状況

（平成 21 年 12 月末・平成 22 年 3 月末・平成 22 年 6 月末・平成 22 年 9

月末）を公表いたしましたが、件数・金額に一部誤りがございましたの

で、訂正のうえホームページへ掲載しております。 

 ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、

今後も、中小企業金融円滑化法の趣旨にそった適切な対応を行ってまい

ります。 



（別表1）貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の額

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

206 1,219 1,949 2,581 185 1,226 2,108 2,759 -21 7 159 178

132 880 1,326 1,787 131 907 1,505 1,985 -1 27 179 198

68 700 1,278 1,764 67 727 1,457 1,961 -1 27 179 197

うち、信用保証協会が条件変更対応
保証を応諾する旨の判断を示した貸
付債権の額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、信用保証協会が条件変更対応
保証を応諾する旨の判断を示した貸
付債権の額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 180 48 6 63 180 48 6 0 0 0 0

0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0

74 339 622 793 54 319 602 773 -20 -20 -20 -20

36 330 560 764 16 310 540 744 -20 -20 -20 -20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、信用保証協会が条件変更対応
保証を応諾する旨の判断を示した貸
付債権の額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 3 47 14 37 3 47 14 0 0 0 0

0 5 14 14 0 5 14 14 0 0 0 0うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の債務保証
を受けていた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の債務の保
証を受けていなかった貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債
権の額

第５　法第４条に基づく措置の実施状況

［債務者が中小企業者である場合］

(単位　百万円)

差異訂正後訂正前



(別表２）貸付の条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

14 105 184 214 12 106 192 223 -2 1 8 9

5 64 102 118 6 69 114 131 1 5 12 13

2 54 91 114 3 57 103 127 1 3 12 13

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 10 11 1 3 12 11 1 0 2 0 0

0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0

9 41 82 96 6 37 78 92 -3 -4 -4 -4

8 37 69 91 5 33 65 87 -3 -4 -4 -4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 10 2 1 2 10 2 0 0 0 0

0 2 3 3 0 2 3 3 0 0 0 0

訂正前

うち、実行に係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の債務
保証を受けていなかった貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の債務
保証を受けていた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

第５　法第４条に基づく措置の実施状況

［債務者が中小企業者である場合］

(単位　:　件)

うち、謝絶に係る貸付債権の数

訂正後 差異

うち、取下げに係る貸付債権の数



平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

77 292 306 393 63 278 292 379 -14 -14 -14 -14

14 292 295 387 0 278 281 373 -14 -14 -14 -14

うち、信用保証協会が条件
変更対応保証を応諾する
旨の判断を示した貸付債
権の額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、他の金融機関により
法の施行日後になされた
貸付の条件の変更等の実
行を認識していた場合の
貸付債権の額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 0 11 6 63 0 11 6 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の
額

信用保証協会等による債務の保証を
受けていなかった貸付債権に係る債務
者のうち他の金融機関に対しても法の
施行日後に貸付けの条件の変更等の
申込が行われたことを確認することが
出来た者から、貸付けの条件の変更等
の申込を受けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

訂正前

(単位　百万円)

第５　法第４条に基づく措置の実施状況

(別表３）貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の額

訂正後 差異

［債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合］



［債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合］

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成21年
12月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

4 25 29 34 3 24 28 33 -1 -1 -1 -1

1 25 27 33 0 24 26 32 -1 -1 -1 -1

うち、信用保証協会が条件変
更対応保証を応諾する旨の
判断を示した貸付債権の数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、他の金融機関により法
の施行日後になされた貸付の
条件の変更等の実行を認識
していた場合の貸付債権の数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、実行に係る貸付債権の
数

訂正前

うち、謝絶に係る貸付債権の
数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権
の数

信用保証協会等による債務の保証を
受けていなかった貸付債権に係る債
務者のうち他の金融機関に対しても
法の施行日後に貸付けの条件の変
更等の申込が行われたことを確認す
ることが出来た者から、貸付けの条
件の変更等の申込を受けた貸付債
権の数

訂正後 差異

第５　法第４条に基づく措置の実施状況

(別表４）貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数

(単位　件)



（別表７）　貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の額

［債務者が住宅資金借入者である場合］

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

127 226 290 143 243 308 16 17 18

73 184 260 73 184 260 0 0 0

0 0 7 0 0 7 0 0 0

36 24 0 52 24 0 16 0 0

17 17 22 17 34 39 0 17 17
うち、取り下げに係る貸付債権の
額

貸付けの条件の変更等の申込を受
けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

第５　法第４条に基づく措置の実施状況

(単位　百万円)

うち、審査中の貸付債権の額



［債務者が住宅資金借入者である場合］

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

平成22年
3月

平成22年
6月

平成22年
9月

12 23 27 13 25 29 1 2 2

8 18 24 8 18 24 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0

3 4 0 4 5 0 1 1 0

1 1 2 1 2 4 0 1 2

訂正前

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取り下げに係る貸付債権の
数

貸付けの条件の変更等の申込を受
けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

（別表８）　貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数

訂正後 差異

(単位　件)

第５　法第４条に基づく措置の実施状況




